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１  公募の目的 

門真市北島西・北周辺土地区画整理準備組合（以下「準備組合」という。）は、令和７（2025）

年度に都市計画決定手続き、同年度内に事業認可取得を予定し、組合施行による一括業務代

行方式の土地区画整理事業として、「（仮称）門真市北島西・北周辺土地区画整理事業」（以

下「本事業」という。）を施行する準備を進めています。 

本公募は、（仮称）門真市北島西・北周辺土地区画整理組合（以下「組合」という。）設立

後に行う予定の本事業において、業務代行の最も適切な担い手となる豊富な経験と必要な

資金力を併せ持つ民間事業者を募集するものです。 

 

２  選定委員会の構成 

分類 氏 名 所 属 団 体 等 

学識経験者 佐久間
さ く ま

 康
やす

富
とみ

 
和歌山大学 システム工学部 

環境デザインメジャー 准教授 

学識経験者 石原
いしはら

 肇
はじめ

 
近畿大学 総合社会学部 

総合社会学科 教授 

地権者代表 浅田
あ さ だ

 竹司
た け し

 
門真市北島西・北周辺 

土地区画整理準備組合 

地権者代表 浅田
あ さ だ

 明弘
あきひろ

 
門真市北島西・北周辺 

土地区画整理準備組合 

地権者代表 淺
あ さ

田
だ

 幸
こ う

次
じ

 
門真市北島西・北周辺 

土地区画整理準備組合 

本市の職員 水野
み ず の

 知
ち

加子
か こ

 門真市 市民文化部長 

本市の職員 艮
うしとら

 義
よ し

浩
ひろ

 門真市 まちづくり部長 

（敬称略） 

 

３  審査の手順 

審査は、「参加資格の確認」、「提案審査」に分けて実施しました。 

「参加資格の確認」では、参加表明時に提出された書類に基づき、募集要項に記載した参

加資格要件について審査を行いました。 

「提案審査」においては、選定委員会が審査基準に基づき、提案内容に関して審査を行い、

最優秀提案を選定しました。 
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４ 審査等の経過 

日程 事項 内容 

令和５年11月25日 第１回選定委員会 
・募集要項等について 

・審査の進め方、審査基準について 

令和５年12月４日 公示 ・募集要項等の公表 

令和５年12月12日 現地説明会 参加数：11社 

令和６年１月16日 質問事項の回答 
受付期間：12/12～12/22 

質問数：105件 

令和６年１月26日 参加表明書等の受付 
受付期間：1/22～1/26 

提出者数：３者 

令和６年２月６日 
参加資格 

審査結果の通知 
 

令和６年３月１日 提案書の受付 
受付期間：2/26～3/1 

提出者数：３者 

令和６年３月24日 第２回選定委員会 
・プレゼンテーション 

・最優秀提案等の選定 

 

５  参加者一覧 

３者から参加表明書等の提出があり、参加者が備えるべき参加資格要件等を審査した結

果、いずれの参加者も参加資格を有していることを確認し、令和６年２月６日付で参加資格

確認書を以下の参加者に通知しました。 

 

審査名 

L 社 

B 社 

Y 社 
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６ 基礎的事項の確認及び提案審査 

（１）基礎的事項の確認 

令和６年３月１日までに３者から提案書類の提出があり、本市は、提案書類がすべて

揃っていることを確認しました。また、提案書類について、別冊１「審査基準」に示す

基礎的事項の項目に該当していないことを確認しました。 

 

（２）加点審査（提案書類・プレゼンテーション） 

審査基準に基づき提案内容の審査を行いました。審査にあたっては、企業名等を明ら

かにせずに、令和６年３月 24 日にプレゼンテーション及び質疑応答を実施しました。 

得点の付与については、次の５段階評価をもって審査項目ごとに得点化しました。 

 

評価 判断基準 点数化方法 

Ａ 特に秀でて優れている 各項目の配点 × １.００ 

Ｂ 秀でて優れている 各項目の配点 × ０.７５ 

Ｃ 優れている 各項目の配点 × ０.５０ 

Ｄ わずかに優れている点を認める 各項目の配点 × ０.２５ 

Ｅ 
（要求水準を満たしているものの） 
優れている点が認められない 

各項目の配点 × ０.００ 

※「配点×掛け率」の結果（少数点以下）は、加点審査の合計において小数点第２位以下を切り捨て、

小数点第１位まで取り扱う。 
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（３）加点審査の項目と配点 

様式 配点 

（１）事業遂行 350 

 

①実施体制 
・参加者の役割分担が明確に示されているか。 
・納得できる組合運営への支援内容が示されているか。 
・プレゼン（質疑応答含む）の様子から本事業への意欲がみられるか。 

105 

②事業計画 

・本事業を理解した事業工程計画、施工計画が示されているか。 
・計画的な資金調達や収支計画が示されているか。 
・提案した事業内容に関する重要なリスクを認識しており、当該リスクが
顕在化した場合の対応策が示されているか。 

105 

③保留地処
分完了ま
での対応 

・確実かつ早期に保留地を処分する方針が示されているか。 70 

④地域経済
の活性化 

・地元事業者の参画機会、地域の雇用の創出、ビジネスチャンスの拡大な
どを図れる具体的な提案がなされているか。 

35 

⑤市営門真
住宅の撤
去 

・土地区画整理事業と一体で行うことのメリットについて、具体的な提案
がなされているか。 

・事業工程上・施工計画上の工夫により工期短縮（門真市が土地区画整理
事業とは別に本業務を発注した場合の工期と比較）に向けた具体的な提
案が示されているか。 

35 

（２）土地利用計画 420 

 

①各ゾーン
における
施設計画 

・「門真市南東地域まちづくり基本構想」及び「門真市北島西・北周辺地
区土地区画整理事業における市有地活用方針」並びに「土地利用計画
（案）」を踏まえ、全ての街区において具体的な提案が示されているか。 

・「にぎわい・交流拠点形成ゾーン」等において、実現可能性を見据え、
参加者が提案する施設・機能等の内容が示されているか。 

・「新たな産業ものづくり企業誘導ゾーン」において、新たな産業及び市
内のものづくり企業等の誘致に向けた考え方が示されているか。 

・「子育て世帯定住促進防災公園等整備ゾーン」（防災公園等）の方向性
について、「にぎわい・交流拠点形成ゾーン」などの他ゾーンとの連携
の考え方が示されているか。 

・土地利用計画（案）に対する修正提案がある場合は、内容と併せて修正
の意図が示されているか。 

210 

②公民連携
のスキー
ム 

・「にぎわい・交流拠点形成ゾーン」等において、参加者が提案する施設・
機能等の実現に向けた公民連携のスキーム及び実現に向けた準備組合
や門真市等との協議・調整方針が示されているか。 

・エリアマネジメント活動などソフト面での取組み策が示されているか。 

105 

③環境への
配慮の考
え方 

・地球温暖化やヒートアイランド現象をはじめとした様々な環境負荷の
低減をはじめ、居住環境や緑地の形成など環境の質の向上を含めた環境
配慮に係る提案がなされているか。 

・脱炭素に貢献する提案が示されているか。 

70 

④周辺地区
への配慮
の考え方 

・周辺地域とのネットワークも考慮した安心、安全な交通計画が示されて
いるか。 

・緑化や景観に配慮した施設計画となっているか。 
35 

（３）土地利用に向けた支援 210 

 

①地権者の
賃借・売却
等への協
力支援 

・地権者の意向（賃借、売却、自己利用）に応じた土地利用を進める際の
課題が示されているか。 

・上記課題に対する方策（集約換地等）が示されているか。 
・借地単価及び売却単価の設定の考え方が示されているか。 
・賃借及び売却を円滑に進めるための支援内容（共同賃借街区の管理運営

スキーム等）が示されているか。 

210 

合計 980 
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（４）審査結果 

審査項目 配点 株式会社大林組 参加者１ 参加者２ 

合 計 980 点 860.0 点 805.0 点 413.7 点 

審査結果  最優秀提案   

 

７ 審査の講評 

準備組合は、組合施行による一括業務代行方式の土地区画整理事業として、令和７年

度内の事業認可取得を目指し、本事業に取り組んでいます。本事業では、第二京阪道路

沿道における無秩序な開発を抑制するとともに、土地の有効活用及び門真市南部地域の

賑わいの拠点となるよう、周辺地域との調和を図りつつ、良好な都市基盤整備・土地利

用の増進を行うことが求められています。 

こうした趣旨のもと、本事業の一体的なまちづくりを担う業務代行予定者の募集を行

い、３者から提案書類の提出がありました。いずれの提案も各企業の実績に裏打ちされ

た創意工夫が盛り込まれており、本地区の特性を捉えた魅力的な提案内容が示されてい

ました。委員会として、提案書類作成における努力に対し、各応募者に敬意を表すると

ともに、深く感謝申し上げます。 

 

審査基準に則り、各審査項目について厳正かつ公正に審査を行った結果、株式会社大

林組を最優秀提案者として選定しました。 

株式会社大林組は、提案書類に示された条件や準備組合、門真市が期待する内容を丁

寧に読み解いた具体的な提案、事業認可に向けた積極的な取り組み姿勢が高く評価され

ました。 

（１）事業遂行については、地権者一人一人の将来土地利用意向にきめ細かく対応す

る土地利用に向けた支援や組合運営も含めた堅実な実施体制が評価されました。また、

本事業特有のリスクを見込んだ事業計画、多様な視点による具体的な地域経済の活性化

の方策など、本地区との合意形成を図りながら着実な事業推進が期待できる提案が評価

されました。 

（２）土地利用計画については、「門真市南東地域まちづくり基本構想」及び「土地利

用計画（案）」において求められている内容を的確に理解し、本地区特有の課題やその対

応策についても検討がなされていました。特に、各ゾーンの特性に応じた具体的な施設

やサービスとして、一定のニーズを把握した施設計画の提案がなされていたことから、

実現性が高く、ひいては地域への将来的な波及効果が高い提案として評価されました。

また、「にぎわい・交流拠点形成ゾーン」におけるスポーツ施設等について、今後、門真

市や準備組合、事業主体等との協議を進め具体化に向けて取り組むことになりますが、

現時点において具体性の高い公民連携スキームが提案された点も評価されました。 

（３）土地利用に向けた支援については、地権者の意向が多岐に渡るなかで想定され

る課題が示され、課題に対する具体的な支援内容が評価されました。 
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今後、準備組合による総会承認を経て、株式会社大林組は、準備組合と覚書を締結し、

本事業を実施していくことになりますが、募集要項等に示した要求水準はもちろんのこ

と、提案された内容、プレゼンテーションで示した内容を確実に履行し、準備組合や地

権者一人一人、門真市と真摯に向き合いながら本事業を進めていただきたいと考えてい

ます。 

そのうえで、本事業をさらに充実したものとするため、事業者に対しては、次の事項

に留意して本業務を実施されることを委員会から要望します。 

 

○地権者との丁寧な対話を重ね、信頼関係を構築すること。 

○地権者の意向に沿った土地活用が実現できるよう努めること。 

○門真市や関係機関と協力し、提案された施設やサービスの実現に向け取り組むこと。 

 

以 上 


